
小杉駅北口地区（面積　約2.4ha）
川崎都市計画高度利用地区の変更

面積 備考
建築物の容積率の
　　　最高限度地区の区分

約1.9ha

約0.5ha 注1、注2及び注3

建築物の容積率の
　　　最低限度

建築物の建蔽率の
　　　最高限度

建築物の建築面積の
　　　最低限度

（注1）建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第 53 条第 3 項第 1 号又は第 2 号のいずれかに該当する建築物にあって は 10 分の 1、同項第 1 号
       及び第 2 号又は第 6 項第 1 号に該当する建築物にあっては、10 分の 2 を加えた数値とする。
（注2）建築物の敷地面積の最低限度は、1,000 ㎡とする。
（注3）「低炭素都市づくり・都市の成長への誘導ガイドライン（29 川ま計第 1265 号 平成 30 年 4 月 1 日施行）」に基づき評価された内容に適合しな
　　　 い建築物については、建築物の容積率の最高限度は括弧内の数値とする。
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高度利用地区の区域

面積　約1.9ha

面積　約0.5ha

地区の
区分

区域
境界

敷地境界線から４ｍ以上　

ただし、道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と
一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分に
ついては、この限りではない。
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（小杉駅北口地区)　
川崎都市計画高度利用地区の変更
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番　　　号

縮　　　尺

図面の名称

件　　　名

事　　項

市町村名

凡　　例

番号間 境界 備考

①-② 道路界

②-③ 現地杭界

③-④ 道路界

④-⑤ 鉄道界

⑤-⑥ 地番界 別添公図写しのとおり

⑥-⑦ 道路界

⑦-① 都計道界


